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診療の 基本

A 　Standard　for　Medical　Care　and 　Clinical　Practice

処方箋
PreSCriptiOn

厂、

（

　処方箋は医師か ら薬剤師へ の 伝達の手段と して重要な もので ある、情報が確実に伝わら

なければ治療効果が得られな い ばか りか，重大な事態へ と発展 しかねない ．処方箋とはい

かなるの もなのかを十分 に理解 して お く必要がある．

1．処 方の 基本 事頂

　 ［医師の 資格 と医薬品］

　保険診療において 医師は都道府県知事に保険医と しての 串請を必要と し、厚生労働大臣

の定める医薬品 （薬価基準に収録されてい る医薬品）を投与する．麻薬の場合は保険医以外

に麻薬使用者免許証を必要とする．

　 ［処方箋の記載事頂］

　医施則第21条，療担則第23条より次の ことを記載 しな ければならない ，

　 1，患者氏名

　2．年齢

　3，薬名

　4．分量

　 5．用法

　6，用量

　7，発行 （交付）年月日

　 8．使用期間

　9，病院もしくは診療所の名称および所在地または医師の住所

10．記名押印または署名

11，保険者番号

12．被保険者証 ・被保険者手帳の 記居 ・番号

　さらに公費負担の 場合は公費負担者番号および公費負担医療の受給者番 号麻薬処方箋の

場 8 は上 記 に加え、麻薬使用者の免許証番詈と患者の住所を記載 しなければならない．

　 ［投薬の 右針］

　1，医師法第22条において ．治療上薬剤の 投与が必要で あると認め られた場合 に は、患

者 （または現 にそ の看護に当た っ ている者）に処方箋を交付 しなけれ ばならない，ただ し、

患者 （また は現 にその 看護に当た っ て いる者）が処方箋の 交付を必要 としない ことを申し出

た場合や以下の 事項に該当する場合 はこの 限りではない，

　 （1）示的効果を期待する場合において ，処方箋を交付するこ とがその 目的達成を妨げる

　　 おそれがある場合

　（2）処方箋を交付する こ とが診療 また は疾病 の 予後に つ いて患 者 に不安を5 え，その 疾

　　 病の 治療を困難にするお それがある場合

　（3）病状の 短期間こ との 変化に即応 して薬 剤を投与する場合

　（4）診断 または治療法の決定 して いない場合

　（5）治療上必要 な応急の措置 と して薬剤を投与する場合
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　（6）安静を要する患者以外に薬剤の 交付を受けることがで きる者が いない場合

　（7）覚せい剤を投5 する場合

　（8）薬剤師が乗 り込んで いない船舶 内において薬剤を投与す る場合

　2，治療上 1剤をも っ て足 りる場合は 1剤を投与 し，必要 がある と認 められた場合に 2

剤以上を投5 する．

　3，同一
の 薬剤は、みだりに反復せず、症状の 経過に応 じて 投薬の 内容を変更す るなど

考慮す る．

　4．栄養，安静 t 運動および職場転換その他療養上の 注意 を行 うこ とにより，治療の 効

果をあげるこ とができると認め られる場合は，それ らに関 し指導を行い，みだりに投薬 し

て はならない ，

　5．投薬量は．予見することがで きる必要期 間に従 っ たもの で なけれ ばな らない．厚生

労働大臣の定める内服薬および外用薬 につ いて は，当該厚生労働大臣の 定める内服薬およ

び外用薬こ｝とに 1回14日分，30日分また は90日を限度とする（表 1）．
　6．注射薬は患者 に療養上必要な事項につ い て適切な注意 および指導を行 い，厚生労働

大臣の 定める注射薬に限 り投与するこ とができることと し．その 投与量は，症状の 経過 に

応じたもの でなければならず ， 厚生労働大臣の 定めるもの につ いては当該厚生労働大臣の

定める内服薬および外用薬こ とに 1回14日分，30日分また は90日を限度とする（表 D ，

1 ．記載の 実際

［記 載の注意］

1，処方箋は公式の 文書であるためボ
ー

ル ペ ン等を用いる ，

2．訂正 に際 して は，処方医が訂正 したこ とを明示する．訂正事項 は重ね書きはせずに

　 二 本線で抹消 し訂正個所に処方医が押印する．

［処方箋の 書きかた］

  保険関係の 事頂

1．公費費負担者番号 ：医 療券等に記 載されている公費負担者番号を記入する．二 種の

　 公費負担医療が併用される場合 もそれぞ れ記入 する，

2，公費負担医療の 受給者番号 ；医療券等 に記載されている受給者番号を記載する，老人

　 医療 につ い て は健康手帳の 医療受給者証 に記入されて いる受給者番号を記載する．

3．保険者 番号 ；設定された保険者番号 を記 入する，

4，被保険者証 ・被保険者手帳の記号 ・番号 ：記号および番号を記入する．

（表 1） 投与期間 に上限が設 けられ て いる匿薬品
戸

1． 14 日分を限度 とされ る 医 薬品

　 　 （1） 麻薬お よび向精神薬取 締法に規定する麻薬

　 　 （2） 麻 薬 お よび向精神薬取 締法 に規定する 向精神薬

　 　 （3） 薬 価 基準 に 掲載 さ れ て 1年 を経 過 して い な い 新医 薬品

2． 30 日分を限度とされ る 医 薬品

　 　 （D 　内服 薬 ： アル プ ラ ゾラム ，塩酸 メ チ ル フ ェ ニ デ
ー

ト，オキサ ゾ ラム，ク ロ キサ ゾ ラム ，ク

　　　　ロ チ ア ゼパ ム，ク ロ ル ジア ゼポ キ シ ド，プ ラゼパム ，フル ジア ゼパ ム，プ ロ マ ゼ パ ム ，ペ

　　　　モ リン，メ ダ ゼパム，〔〕フ ラ ゼプ酸 エ チ ル または ロ ラゼパム を含有する 内服薬ならびにク

　　　　ロ ル プ ロ マ ジン ・プロ メ ダ ジン 配 合剤 ，臭化 メ ペ ン ゾラ
ー

ト
・
フ ェ ノ バル ビタ

ー
ル 配 合剤

　 　　 　お よび ブ 0 キ シフ ィ リン ・エ フ ェ ドリン 配 合 剤

　　（2） 注射薬 ：塩酸モ ル ヒネ また は塩 酸ブ プ レ ノル フ ィ ン を含 有す る 注射 薬

3． 90 日分 を限 度 とさ れ る 医 薬 品

　 　　 　 ジ ア ゼパム ，ニ トラ ゼ パ ム，フ ェ ノバ ル ビタ
ー

ル，ク ロ ナ ゼパ ム またはク ロ バ ザ ム を含有

　 　　 　する 内服 薬およびフ ェ ニ トイン
・
フ ェ ノパ ル ビタ

ー
ル 配 合剤
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　　処 　 方　 せ 　 ん
（こ の 処 方せ ん は、どの 保 険薬 局 で も有 効 で す。）

〆．o ．．

（ 、

公 費負担者番号
l　　 　 l　 　 　 l　 l
l　　　　　 　　 l　 l 保 険 者 番 号

旨　　　 22

　  　　　一

l　 ll
　 l

公 費 負 担 医 療
の 受 給 者 番 号

ll   11
｛　 1　 　　 旨　 1

被保険者証
・被保険

者手帳の記号 潘
’
号

氏　 　 名
男

女

保 険 薦 黼 の 　　  
電

在
藷

及
暮

名
蕚　  

保険医療機 関で の

自 己 負 担 区 分

保 険 医 氏 名　　   　　　　　　  

患

　

者
生 年 月 日 ・・照 ・・  
区　 　 分

交付 年 月 日  
処 方せ ん の

使 用 期 間

　 　 　 　 　 特 に記 載の あ る場 合 を

  　　 鬢甘叢騾 驫
　 　 　 　 　 に提出する こ と。

処

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　

方

 

備

　
　
　
考

 

調剤済年 月 日 平成　　 年　 月　　日 公費負担者番号 i　 i　 ii
保 険 蘖 局 の 所

在 地 及 び 名 称
保 1廣 薬 剤 師 氏 名

 
公 費負 担 医 療

の 受給 者 番号 一
 

1l

　 ll
　 l

  患者欄

1，氏名

2，生年月日 ：年号の該当欄 に○ をつ け、生年月日を記入 ．

3．性別 ：投薬を受ける者の 性別に○をつ ける．

4，区 分 ：被保険者、被扶養者の 該当するもの に○ をつ ける．
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　  保険医療機関の所在地及 び名称

　都道府県知事 に届け出 た保険医療機関の 所在地および名称を記載，

　  電話番号

　保険医療機関の電話番号を記載，厚生省の通知では 「原則と して記入，省略可能」とあ

るが，疑義紹介などで 処方医と連絡をとる必要となるともあるの で，必ず記載する ，

　  保険医氏名

　処方箋を発行 した保険医が署名する．ゴム E口や ワープ ロ等で の 記名の場含は押印する．

　  交付年月 日

　処方箋を交付 した年月 日を記入する．

　  処方箋の 使用期間

　通常，交付の 日 を含めて 4 日 以内であ り，この 場合 は記 入 しな くともよい ，しか し，

特殊な場合はその 年月日を記入する，

　  処方欄

　処方する薬剤は薬品名，分量，用法および用量を省略せず，正確な綴りで誰 にで も読め

る字体で 記載する，複数の 薬剤を処方する場合は処方の 惷図や用法 に従 っ て件数の 通 し番

号を記入する．また，余白がで きた場合には，「以下余白」と書くか，余白部分に斜線を弓1く，

　 1．薬品名

　薬名 は商標（薬価基準に記 載されている名称）t 剤形 （カプセル t 錠など），規格単位 （mg ，

g，％など）を記載する．

　2，分量

　内服薬や坐剤は 1B 分の 投与量 を記 載する，この 際 分量 の 蛍位（カプセ ル、錠，　 mg ，

g など）は必ず記載する，頓服薬の 場合は 1回分の 投与量 を記載する，軟膏や点眼薬，内

服用滴剤では総投与量 を記載する，

　3．用法および用量

　内服，坐剤 ：服用回数 （1日 3回．4回など）、服用時点 （毎食後 ，毎食前など）t 投与日

数（3 日間、7 日間など）を記載する，服用 に関 して留意事頂があれば記載する，

　頓服薬 ：服用時点 （痛いとき，便秘時など），投与回数 （3回，7回など）を記載する，服

用に関 して留意事項があれば記 載する．

　外用薬（軟膏など）：1日の 使用回数，使用時点，使用部位、総使用量を記載する．また、

留意事項があれば記載する ．

　投薬量に制限はな いが、予見するこ とができる必要期間 に従 っ たもの でな ければならな

い ．しか し，厚生労働大臣の 定める内服薬および外用薬につ いて は，当該厚生労働大臣の

定める内服薬および外用薬 ことに 1回 14日分，30日分または90日を限度とする （表 1），

  備考欄

　保険調剤薬局 へ の 留 意事項があれば記 載する．また，麻薬を処方す る場合 には，麻薬取

締法第 27条 に規定する患者住所 ，麻薬使用者の免許番号 を記載する．
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